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詞林　第59号　2016年4月

は
じ
め
に

　

大
阪
府
堺
市
堺
区
宿
院
町
東
三
丁
に
所
在
す
る
神
栄
山
長
谷
寺
（
以

下
、
堺
長
谷
寺
と
す
る
）
は
、
大
和
長
谷
寺
（
奈
良
県
桜
井
市
）
を
総
本

山
と
す
る
真
言
宗
豊
山
派
に
属
す
る
。
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
は
、
右

手
に
錫
杖
、
左
手
に
花
瓶
を
持
し
て
岩
座
に
立
つ
、
い
わ
ゆ
る
長
谷
寺

式
十
一
面
観
音
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
制
作
と
さ
れ
、
本
来
は
大
和
長

谷
寺
の
本
尊
と
同
じ
く
雨
宝
童
子
と
難
陀
龍
王
が
付
属
し
て
い
た
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
と
い
う（

（
（

。

　

当
寺
は
徳
道
上
人
を
開
基
と
し
て
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
に
開

か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が（

（
（

、
堺
市
の
多
く
の
寺
と
同
様
、
大
坂
夏
の
陣

に
と
も
な
う
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
の
堺
焼
亡
に
よ
り
焼
失
し
た

と
伝
え
ら
れ
る（

（
（

。『
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
』
の
堺
南
荘
、
南
片
原
之
町

に
「
長
谷
寺
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら（

（
（

、
そ
の
頃
ま
で
に
は
こ
の
地
に
所

在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
図
に
よ
れ
ば
、
堺
長
谷
寺
は
、
堺
南
荘
鎮
守

の
開あ

口ぐ
ち

神
社（
神
宮
寺
で
あ
る
念
仏
寺
と
合
わ
せ
て
大
寺
と
呼
ば
れ
た
）の
南
、

住
吉
社
の
御
旅
所
で
あ
る
「
宿
院
」
の
東
に
位
置
し
、
通
り
を
隔
て
て

東
に
は
「
調
御
寺
」「
顕
本
寺
」
が
見
え
る
。
当
時
と
同
様
、
現
在
も

通
り
を
隔
て
た
東
に
顕
本
寺
は
存
在
す
る
。『
摂
泉
境
小
鑑
録
』（
元
禄

八
年
（
一
六
九
五
）
に
「
元
禄
八
乙
亥
年
堂
再
興
」
と
あ
り（

（
（

、
明
治
三

十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
堺
長
谷
寺
よ
り
堺
市
に
提
出
さ
れ
た
『
堺
寺

院
記
録（

（
（

』
に
も
、「
本
堂
は
三
間
四
方
。…
…
元
禄
八
年
乙
亥
四
月
建
立
」

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
当
寺
の
本
堂
は
こ
の
年
に
再
興
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
戦
災
で
焼
失
し
た
が
、

戦
後
現
在
地
に
再
建
さ
れ
た（

（
（

。

　

観
音
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、『
摂
泉
境
小
鑑
録
』
の
「
堺
辺
三
十
三

札
所
次
第
」
に
掲
出
さ
れ
、『〈
左
海
〉
卅
三
番
観
世
音
札
所
』（
天
保

十
五
年
（
一
八
四
四
）
刊
）
で
は
「
第
八
番
」
に
あ
が
っ
て
お
り（

（
（

、
観
音

の
霊
験
を
記
し
た
説
話
集
『
観
音
冥
応
集
』
巻
六
（
宝
永
三
年
（
一
七

〇
七
）
刊
）
に
も
、
堺
長
谷
寺
本
尊
十
一
面
観
音
の
霊
験
譚
が
記
さ
れ

て
い
る（

（
（

。
現
在
は
、「
和
泉
西
国
三
十
三
ヶ
所
観
音
霊
場
」
の
第
十
番

札
所
と
な
っ
て
い
る
。

堺
長
谷
寺
の
縁
起
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

中
原　

香
苗
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当
寺
に
つ
い
て
は
、『
堺
鑑
』（
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
刊
）
に
、
以

下
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

�　

開
山
ハ
徳
道
上
人
、
天
平
勝
宝
年
中
ニ
造
営
ス
。
初
、
上
人
聖

武
天
皇
光
明
皇
后
ノ
詔
ヲ
承
テ
大
和
国
長
谷
寺
ヲ
建
立
ス
。
本
尊

十
一
面
観
音
ハ
、
稽
文
会
稽
首
勲
、
三
尾
ノ
杣
木
ヲ
以
テ
作
奉
、

安
置
ス
。
其
後
重
テ
上
人
ニ
詔
有
テ
、
国
国
ニ
新
長
谷
寺
ヲ
建
立

セ
シ
メ
玉
フ
。
当
寺
ハ
其
最
第
一
也
。
上
古
ノ
記
録
今
ニ
現
然
タ

リ（
（1
（

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
寺
の
本
尊
は
近
江
国
三
尾
の
杣
木
よ
り
、
仏
師

稽
文
会
・
稽
首
（
主
）
勲
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

大
和
長
谷
寺
の
本
尊
十
一
面
観
音
と
「
同
木
」
の
伝
承
を
も
っ
て
い
る（

（1
（

。

そ
し
て
当
寺
は
諸
国
に
建
て
ら
れ
た
「
新
長
谷
寺
」
の
う
ち
最
初
に
造

ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
上
古
の
記
録
」
が
存
在
す
る
、

と
い
う
。

　
「
上
古
の
記
録
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
当
寺
の
歴
史
や
本
尊
の
由

来
に
つ
い
て
記
し
た
「
縁
起
」
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ

る
が
、
当
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
当
寺
所
蔵
『
泉
州
堺
長

谷
寺
縁
起
』（
以
下
、〈
堺
縁
起
〉と
す
る
）、堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵 

堺「
長

谷
寺
絵
図
」（
写
真
版
、
以
下
「
絵
図
」
と
す
る
）、「
泉
堺
長
谷
寺
略
縁
起
」

（
以
下
、「
略
縁
起
」
と
す
る
）
が
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ら
を
調
査
し
、
略
解
題
を
付
し
て
影
印
・
翻
刻
を
載
せ

『
堺
長
谷
寺 

縁
起
関
連
資
料 

調
査
報
告
書
』
と
し
て
刊
行
し
た（

（1
（

。
本

稿
は
、
堺
長
谷
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
こ
の
三
点
の
資
料
の
内
容
を
検
討

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　

各
資
料
の
書
誌
事
項
な
ど
は
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
本
稿
の

考
察
に
よ
り
、
ひ
と
つ
の
寺
院
に
お
い
て
成
立
年
代
の
異
な
る
複
数
の

縁
起
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
、
ま
た

相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
、
近
世
の
寺
院
に
お

け
る
縁
起
生
成
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。

一
、
堺
「
長
谷
寺
絵
図
」

　

ま
ず
、「
絵
図
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
原
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
の

折
に
焼
失
し
た
が
、『
堺
市
史
』（
昭
和
四
年
～
六
年
（
一
九
二
九
～
一
九

三
一
）
編
纂
の
た
め
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
『
堺
市
史
史
料
』（
堺
市
立

中
央
図
書
館
蔵
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
写
真
は
台
紙
に
貼
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
寸
法
は
縦
一
五
・
二
糎
、
横
七
・
二
糎
で
あ
る
。
写
真
の
左
に
は

「
一
尺
七
寸
六
分
／
四
尺
三
寸
」
と
、
原
本
の
法
量
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
原
本
は
縦
約
一
三
〇
糎
、
横
約
五
三
糎
ほ
ど
の

軸
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
「
絵
図
」
は
、
堺
長
谷
寺
の
景
観
を
描
い
た
画
軸
で
、
全
体
に
伽
藍

の
様
子
を
描
き
、
上
部
に
「
泉
州
境
木
戸
庄
長
谷
寺
満
堂
院
軒
図
之
」

と
題
し
、
寺
の
由
来
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
本
文
を
あ
げ
る
。

　
　
　
　

泉
州
境
木
戸
庄
長
谷
寺
満
堂
院
軒
図
之

　
　

�　

抑
当
寺
は
人
皇
四
拾
五
代
乃
尊
、
聖
武
皇
帝
光
明
皇
后
建
立
の

霊
地
、
徳
道
上
人
開
発
の
所
。
住
吉
大
明
神
、
大
聖
の
応
化
と
し
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て
、
国
土
の
衆
生
を
利
し
、
遠
く
は
唐
土
の
志
願
を
見
て
、
近
く

は
本
朝
の
所
望
を
か
な
へ
給
ふ
故
、
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
ま

て
、
豈
に
此
尊
に
帰
依
せ
さ
ら
ん
や
。

　
　

�　

東
に
は
仁
徳
の
廟
所
を
か
ま
へ
、
八
幡
大
菩
薩
国
家
鎮
護
の
い

ら
か
を
な
ら
へ
、
北
に
は
牛
頭
天
王
跡
を
垂
、
南
に
は
大
鳥
大
明

神
な
か
く
神
徳
を
振
ひ
、
西
に
は
干
珠
満
珠
の
ひ
か
り
を
か
ゝ
や

か
し
、
日
域
の
福
田
、
松
樹
枝
を
ま
し
へ
、
滄
海
ま
ん
〳
〵
た
り
。

風
波
音
な
ふ
し
て
、（　

）（　

）
の
船
、
艫
舳
並
へ
□
上
を
ふ
さ

く
。
是
皆
大
悲
の
利
益
、
末
代
不
易
の
事
跡
な
る
者
歟
。

　
　

�　

殊
に
津
は
魚
漁
の
ち
ま
た
、
商
売
重
業
の
所
、
此
尊
に
あ
ら
す

ん
は
二（

）

世（
）

の
願
を
成
せ
ん
や
。
一
旦
も
一
礼
唱
名
の
輩
、
三
十
三

身
を
現
し
て
、
守
護
を
な
し
給
ふ
者
也（

（1
（

。

　

表
題
の
「
木
戸
庄
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が（

（1
（

、
本
図
に

は
、
仁
王
門
や
経
蔵
・
本
堂
な
ら
び
に
開
山
堂
や
住
吉
明
神
社
な
ど
に

加
え
て
六
つ
の
塔
頭
を
備
え
た
広
大
な
伽
藍
が
描
か
れ
て
い
る
。
先
に

述
べ
た
と
お
り
、
当
寺
は
慶
長
二
十
年
に
焼
失
す
る
も
、
元
禄
二
年
に

は
宿
院
の
東
に
再
建
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
元
禄
二
年
堺

大
絵
図
』
に
「
表
四
間
」「
裏
へ
入
十
一
間
半
」
と
、
敷
地
の
間
口
と

奥
行
が
注
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

（1
（

、
再
建
後
の
寺
域
の
広
さ
を
考
慮
す
れ

ば
、
本
図
の
よ
う
な
伽
藍
が
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
本
図

は
焼
失
前
の
堺
長
谷
寺
の
様
子
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
図

の
景
観
が
存
在
し
た
時
期
と
制
作
年
代
が
同
じ
で
あ
る
と
想
定
す
る
と
、

本
図
は
慶
長
の
堺
焼
亡
前
の
、
お
よ
そ
江
戸
時
代
初
期
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
み
な
せ
よ
う
か（

（1
（

。

　

本
文
で
は
、
当
寺
が
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
の
（
願
い
に
よ
る
）
建

立
で
、
徳
道
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
住
吉
明
神
が

観
音
の
応
化
と
し
て
衆
生
を
利
益
す
る
と
説
き
、
次
に
寺
の
東
西
南
北

の
霊
地
な
ど
を
記
す
。
東
の
「
仁
徳
の
廟
所
」
は
仁
徳
天
皇
陵
（
堺
市

堺
区
）、「
八
幡
大
菩
薩
」は
そ
の
東
に
位
置
す
る
百
舌
鳥
八
幡
宮（
北
区
）

を
指
し
、北
の「
牛
頭
天
王
」は
、方
違
神
社
（
堺
区
）
の
別
当
寺
で
あ
っ

た
向
泉
寺
の
鎮
守
牛
頭
天
王
社
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。南
の「
大

鳥
大
明
神
」
は
白
鳥
と
化
し
た
日
本
武
尊
が
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
和
泉

国
一
宮
の
大
鳥
神
社
（
西
区
）、
西
の
「
干
珠
満
珠
」
は
、
住
吉
明
神

が
干
珠
満
珠
を
埋
め
た
と
の
伝
承
を
も
つ
宿
院
内
の
「
飯
匙
堀
」（
堺

区（
（1
（

）
を
指
す
と
推
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
四
方
を
著
名
な
神
社
や
古

蹟
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
記
す
こ
と
に
よ
り
、
当
寺
が
「
日
域
の
福
田
」

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
霊
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
続
い
て
、松
が
生
い
茂
り
、多
く
の
船
が
海
上
を
行
き
交
っ

て
繁
栄
す
る
堺
浦
の
情
景
が
描
か
れ
、
次
い
で
「
津
は
魚
漁
の
ち
ま
た
、

商
売
重
業
の
所
」
と
し
て
、
当
寺
の
存
す
る
堺
の
地
は
漁
業
と
商
業
の

地
で
あ
る
と
さ
れ
、
唱
名
の
者
に
は
観
音
が
三
十
三
身
の
姿
を
現
し
て

守
護
を
与
え
る
と
結
ば
れ
る
。

　

さ
て
、
本
図
で
気
づ
か
れ
る
の
は
大
和
長
谷
寺
と
の
関
連
で
あ
る
。

本
文
に
、「
遠
く
は
唐
土
の
志
願
を
見
て
」
と
あ
る
の
は
、『
長
谷
寺
験

記
』（
以
下
、『
験
記
』
と
す
る
）
な
ど
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
大
和
長
谷

寺
の
霊
験
が
唐
土
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
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し
、
本
図
の
諸
堂
に
は
大
和
長
谷
寺
に
存
す
る
も
の
と
同
一
名
称
の
建

物
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
和
長
谷
寺
へ
の
意
識
が
う
か
が

わ
れ
る
。
次
に
、
本
図
に
描
か
れ
る
諸
堂
の
一
覧
を
掲
げ
る
。

　

1
開
山
堂　
　

2
手
力
雄
大
明
神　
　

3
弘
法
大
師
御
影
堂

　

4
薬
師
堂　
　

5
鍋
倉
明
神
社　
　
　

6
（
多
宝
塔
か
）　

7
経
蔵

　

8
天
神
社　
　

9
三
社
権
現　
　
　
　

10
住
吉
大
明
神　

11
護
摩
堂

　

12
本
堂　
　
　

13
三
十
番
神　
　
　
　

14
八
幡
大
菩
薩

　

15
馬
頭
夫
人　

16
聖
武
皇
帝
光
明
皇
后
御
影
堂　
　
　

17
阿
弥
陀
堂

　

18
蓮
池　
　
　

19
三
尾
大
明
神
社　
　

20
御
供
所　
　

21
龍
灯
松

　

22
本
坊　
　
　

23
宝
蔵　
　
　
　
　
　

24
松
林
院　
　

25
無
量
院

　

26
白
蓮
院　
　

27
鐘
楼　
　
　
　
　
　

28
金
光
院　
　

29
蓮
華
院

　

30
寿
福
院　
　

31
毘
沙
門
堂　
　
　
　

32
仁
王
門　
　

33
蔵
王
堂

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
10
住
吉
大
明
神
、
12
本
堂
、
22
本
坊
が
特
に
大
き

く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
当
寺
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　

十
六
世
紀
以
前
の
大
和
長
谷
寺
の
姿
を
描
い
た
と
い
う
寛
永
十
五
年

（
一
六
三
八
）
銘
『
長
谷
寺
境
内
図（

（1
（

』
と
比
較
し
、
寺
で
の
機
能
が
同
一

か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
名
称
が
同
じ
も
の
を
あ
げ
る
と
、
1
・
2
・
5

～
11
・
13
～
15
・
17
・
20
・
27
・
29
・
31
・
33
が
『
長
谷
寺
境
内
図
』

に
見
え
、
本
図
に
描
か
れ
た
堂
舎
の
多
く
が
大
和
長
谷
寺
に
存
在
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
絵
図
」
に
は
、『
長
谷
寺
境
内
図
』
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
大
和
長
谷
寺
の
縁
起
に
登
場
す
る
仏
神
を
祀
っ
た
も
の
も
存
す
る
。

す
な
わ
ち
、
19
三
尾
大
明
神
社
は
、
大
和
長
谷
寺
本
尊
の
御
衣
木
と
な

る
霊
木
を
近
江
国
高
島
郡
か
ら
長
谷
の
地
ま
で
守
護
し
て
き
た
神
を
祀

り
、
31
毘
沙
門
堂
は
、
本
長
谷
寺
の
建
立
に
関
わ
る
宝
塔
を
手
に
し
て

い
た
毘
沙
門
天
を
祀
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
節
で
検
討
す
る
「
略
縁
起
」
で
は
、
大
和
長
谷
寺
に
参
詣
の
か

な
わ
な
い
者
の
た
め
に
諸
国
に
新
長
谷
寺
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

堺
長
谷
寺
が
そ
の
最
初
と
な
っ
た
、
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
大
和
長

谷
寺
と
同
一
名
称
の
諸
堂
を
多
数
有
す
る
当
寺
は
、
大
和
長
谷
寺
に
参

詣
せ
ず
と
も
そ
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
に
足
る
、「
新
長
谷
寺
」
の
名

称
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

堺
長
谷
寺
か
ら
す
る
と
、
寺
域
内
に
大
和
長
谷
寺
に
存
在
す
る
諸
堂

や
そ
の
縁
起
に
関
わ
る
も
の
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
当
寺
と
大
和
長
谷

寺
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
を
強
調
し
、
よ
り
多
く
の
人
々
の
信
仰
を

得
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
堺
長
谷
寺
に
の
み
見
ら
れ
る
16
聖
武
皇
帝
光
明
皇
后
御
影
堂

な
ら
び
に
21
龍
灯
松
は
、
堺
長
谷
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
寺
を
建
立
し
た
人

物
と
さ
れ
て
い
る
。
21
龍
灯
松
に
は
、「
わ
た
つ
み
の
そ
こ
と
も
し
ら

ぬ
浪
ま
よ
り
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
松
の
一
本
」
と
の
和
歌
が
注
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
次
節
で
と
り
あ
げ
る
〈
堺
縁
起
〉
で
は
、
当
寺
の
御
堂

供
養
の
際
に
境
内
の
松
に
龍
神
が
化
現
し
、
松
に
は
龍
灯
が
と
も
っ
た
、

と
い
う
奇
瑞
に
付
随
し
て
記
さ
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
和
歌
に
は
、
そ
れ
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
語
る
逸
話
が
存
在
し
た
こ
と



堺長谷寺の縁起について（中原）

― 37 ―

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
図
上
部
の
文
で
は
、
寺
の
縁
起
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
和
歌
は
背
後
に
説
話
を
背
負
っ

た
、
い
う
な
れ
ば
寺
の
縁
起
の
断
片
が
表
面
上
に
現
れ
た
も
の
と
も
い

え
よ
う
。

　

な
お
、
本
図
で
は
こ
れ
以
外
に
も
本
堂
に
二
首
、
住
吉
明
神
社
に
一

首
の
和
歌
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
〈
堺
縁
起
〉
に
も
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
本
図
は
上
部
に
記
さ
れ
た
文
で
当
寺
の
開
創

に
関
わ
っ
た
人
物
や
、
当
寺
が
霊
地
で
あ
る
こ
と
、
観
音
が
こ
の
堺
浦

の
衆
生
を
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
、
絵
図
全
体
に
描
か
れ

る
伽
藍
図
で
は
、
堺
長
谷
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
堂
舎
や
和
歌
を
記
し
つ

つ
、
大
和
長
谷
寺
を
模
し
た
諸
堂
を
描
い
て
大
和
長
谷
寺
と
の
つ
な
が

り
を
強
調
し
よ
う
と
の
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

二
、『
泉
州
堺
長
谷
寺
縁
起
』

　

次
に
、〈
堺
縁
起
〉
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
上
下
巻
か
ら

な
る
絵
巻
で
あ
る
。
堺
長
谷
寺
に
は
、
室
町
時
代
末
の
書
写
か
と
思
わ

れ
る
大
和
長
谷
寺
の
縁
起
で
あ
る
大
和『
長
谷
寺
縁
起
絵
巻
』三
巻
（
以

下
、〈
大
和
縁
起
〉
と
す
る
）
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。〈
大
和
縁
起
〉
は
桐

外
箱
と
漆
塗
内
箱
の
二
重
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
外
箱
底
に
は
、

次
の
よ
う
な
墨
書
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�　

和
泉
州
神
栄
山
長
谷
寺
建
立
大
慈
縁
起
文
両
巻
者
、
往
昔
妙
筆
、

当
寺
不
共
之
秘
記
。
又
大
和
州
豊
山
本
縁
起
三
巻
者
、
菅
神
之
遺

文
、
伏
見
帝
和
字
之
宸
翰
。
今
、
合
為
修
治
之
功
如
斯
。
寔
永
代

不
改
什
物
而
已
。

�

住
僧
秀
政
（
花
押（
（2
（

）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、「
和
泉
州
神
栄
山
長
谷
寺
建
立
大
慈
縁
起
文
両
巻
」

す
な
わ
ち
〈
堺
縁
起
〉
二
巻
と
「
大
和
州
豊
山
本
縁
起
三
巻
」
す
な
わ

ち〈
大
和
縁
起
〉は
合
わ
せ
て
伝
来
し
、「
住
僧
秀
政
」な
る
人
物
に
よ
っ

て
「
修
治
」
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
修
治
」

の
実
態
や
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

外
箱
の
蓋
表
に
、「
別
当
秀
政
代
」
と
も
見
え
る
「
住
僧
秀
政
」
は
、

大
和
長
谷
寺
に
伝
わ
る
本
尊
十
一
面
観
音
像
を
ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
い
た

巨
大
な
画
軸
の
制
作
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る（

（2
（

。
こ
の
画
軸
は
、
寛
文

年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
に
、
開
山
徳
道
上
人
の
命
日
で
あ
る
三

月
二
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
千
部
会
の
本
尊
と
す
る
た
め

に
、
大
和
長
谷
寺
本
願
院
第
六
十
五
代
秀
海
上
人
が
、
堺
長
谷
寺
の
秀

政
の
肝
煎
り
で
堺
表
の
信
施
ら
を
も
っ
て
制
作
し
た
も
の
と
い
う（

（2
（

。
ま

た
、『
堺
寺
院
記
録
』
に
は
、〈
大
和
縁
起
〉
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、

「
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
先
住
秀
政
修
補
す
」
と
も
見
え
る
。
こ
れ

ら
を
併
せ
考
え
る
と
、「
秀
政
」
は
、
江
戸
時
代
は
じ
め
の
堺
長
谷
寺

の
住
僧
で
、
別
当
を
務
め
、〈
堺
縁
起
〉〈
大
和
縁
起
〉
に
「
修
治
」
を

加
え
る
な
ど
し
、
大
和
長
谷
寺
と
の
関
わ
り
も
深
か
っ
た
人
物
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
箱
書
に
見
え
る
〈
堺
縁
起
〉
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
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秀
政
が
「
修
治
」
を
加
え
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
彼
の
生
存
時

に
は
成
立
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
状
態
か
ら
判

断
す
る
と
、
現
存
の
〈
堺
縁
起
〉
の
成
立
は
、
秀
政
が
存
命
中
の
江
戸

時
代
初
期
よ
り
は
か
な
り
下
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
現
存
〈
堺
縁
起
〉

が
、
箱
書
で
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
と
同
一
の
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

　

ま
た
、
内
箱
の
表
に
は
、「
長
谷
寺
縁
起
三
巻
験
記
〈
両
冊
〉」
と
も

あ
る
。「
験
記
〈
両
冊
〉」
は
、
大
和
長
谷
寺
の
霊
験
譚
を
集
成
し
た
『
験

記
』
上
下
巻
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。
加
え
て
『
堺
寺
院
記
録
』
に
は
、

当
寺
所
蔵
の
も
の
と
し
て
、〈
堺
縁
起
〉〈
大
和
縁
起
〉
と
と
も
に
「
長

谷
寺
司
等
勘
謹
言
上　

壱
軸
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
長

谷
寺
司
等
勘
謹
言
上
」
で
始
ま
る
『
長
谷
寺
密
奏
記
』（
以
下
、『
密
奏
記
』

と
す
る
）
を
示
し
て
い
よ
う
。
と
も
に
現
在
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、

か
つ
て
当
寺
に
は
、〈
大
和
縁
起
〉
に
加
え
て
『
験
記
』『
密
奏
記
』
と

い
う
、
大
和
長
谷
寺
に
関
わ
る
重
要
な
書
が
合
わ
せ
て
伝
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、〈
堺
縁
起
〉
の
内
容
の
検
討

に
う
つ
る
。
本
絵
巻
は
、
上
巻
十
三
段
、
下
巻
十
段
よ
り
な
る
が
、
以

下
に
各
段
の
梗
概
を
記
す
。梗
概
を
記
す
に
あ
た
っ
て
は
、〈
大
和
縁
起
〉

と
比
較
し
、〈
堺
縁
起
〉
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
を
　　
　
　
　

で
囲
ん
だ
。

　

上
巻

　
　

第
一
段　

�　
徳
道
上
人
が
堺
の
浦
に
神
栄
山
新
長
谷
寺
を
建
立
し

た
経
緯
。　�

　

和
歌
１
　

　
　

第
二
段　

徳
道
誕
生
。

　
　

第
三
段　

�

徳
道
、
仏
道
を
求
め
て
故
郷
を
出
る
。　堺
の
浦
に
来
た

り
、「
和
州
三
神
の
里
で
菩
提
を
求
め
よ
、
我
も
擁
護

せ
ん
」
と
の
住
吉
明
神
の
託
宣
を
得
る
。　�

　

和
歌
２
　

　
　

第
四
段　

徳
道
出
家
。

　
　

第
五
段　

徳
道
修
学
。

　
　

第
六
段　

�

徳
道
、
長
谷
の
峯
を
検
知
し
、
伽
藍
建
立
を
思
い
立
つ
。

造
仏
の
た
め
に
御
衣
木
を
求
め
、
師
の
道
明
か
ら
神
川

浦
の
霊
木
に
つ
い
て
聞
く
。

　
　

第
七
段　

�

徳
道
、
初
瀬
の
里
の
古
老
に
霊
木
の
由
来
を
尋
ね
る
。

古
老
、
近
江
国
白
蓮
花
谷
に
あ
っ
た
霊
木
の
由
来
を
語

る
。

　
　

第
八
段　

古
老
、
洪
水
で
霊
木
が
谷
か
ら
流
れ
出
た
こ
と
を
語
る
。

　
　

第
九
段　

�

古
老
、
霊
木
が
近
江
国
大
津
の
里
人
に
祟
り
を
な
し
た

こ
と
を
語
る
。

　
　

第
十
段　

�　
古
老
、
霊
木
が
和
泉
国
大
鳥
の
郡
堺
浦
に
漂
着
し
、
老

翁
（
住
吉
明
神
）
の
告
げ
に
よ
っ
て
、
二
上
の
峯
を
越

え
て
曳
き
捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
語
る
。　

　
　

第
十
一
段�　

古
老
、
霊
木
が
大
和
国
八
木
の
里
、
当
麻
の
里
を
経

て
、
最
終
的
に
神
川
浦
に
曳
き
捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
語

る
。
徳
道
、
霊
木
を
譲
り
受
け
、
　

太
神
宮
に
参
籠
し
て

「
十
一
面
観
音
を
造
る
べ
し
」
と
の
託
宣
を
得
る
。　

　
　

第
十
二
段�　
　

徳
道
、
太
神
宮
に
祈
り
、
十
一
面
観
音
の
形
像
を
感

得
す
る
。　
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第
十
三
段�　
　

徳
道
、
春
日
明
神
に
祈
り
、「
早
く
仏
像
を
造
り
、

衆
生
に
利
益
を
な
す
べ
し
」
と
の
託
宣
を
得
る
。　

　

下
巻

　
　

第
一
段　

�
徳
道
、「
自
然
に
仏
像
に
な
り
た
ま
え
」
と
、
霊
木
を

礼
拝
す
る
。
藤
原
房
前
、
礼
拝
の
声
を
聞
い
て
造
仏
の

願
い
を
知
り
、
徳
道
へ
の
援
助
を
約
束
す
る
。

　
　

第
二
段　

勅
に
よ
り
、
稲
三
千
束
が
下
行
さ
れ
る
。

　
　

第
三
段　

御
衣
木
加
持
。

　
　

第
四
段　

�

仏
師
稽
文
会
・
稽
主
勲
が
、　ま
ず
十
一
面
観
音
の
小
像

を
造
り
　

、
続
い
て
三
日
間
で
二
丈
六
尺
の
仏
像
を
造
る
。

　
　

第
五
段　

十
一
面
観
音
の
開
眼
供
養
。

　
　

第
六
段　

�

徳
道
の
前
に
金
剛
童
子
八
人
が
出
現
。
大
和
長
谷
寺
に

て
大
般
若
経
供
養
。
堂
舎
造
立
、
落
慶
供
養
。
聖
武
上

皇
、
大
和
長
谷
寺
に
臨
幸
。
上
皇
の
夢
想
に
よ
り
、
本

尊
に
宝
帳
を
懸
け
る
。　「
新
長
谷
寺
を
造
立
す
べ
し
」
と

の
勅
に
よ
り
、
徳
道
、
ま
ず
堺
に
長
谷
寺
を
建
立
し
、

そ
こ
に
十
一
面
観
音
の
小
像
を
安
置
す
べ
き
旨
を
奏
上

し
、
許
さ
れ
る
。
天
平
勝
宝
五
年
三
月
十
八
日
、
堺
長

谷
寺
の
御
堂
供
養
。　�

　

和
歌
３
　

　
　

第
七
段　
　

御
堂
供
養
の
日
の
奇
瑞
。　�

　

和
歌
４
　

　
　

第
八
段　

�　
徳
道
、
奇
瑞
を
朝
廷
に
奏
上
し
、
勅
約
の
金
札
を
得
る
。

光
明
皇
后
、
免
田
を
寄
せ
、
藤
原
房
前
の
合
力
に
よ
り

氏
繁
昌
を
祈
る
。　

　
　

第
九
段　

�　
徳
道
、
堺
の
浦
を
検
知
し
、
観
音
菩
薩
が
衆
生
を
利
益

す
る
地
と
す
る
。　

　
　

第
十
段　

聖
武
天
皇
、
徳
道
上
人
ら
の
本
地
を
示
す
。

　

こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
絵
巻
は
、
お
お
む
ね
〈
大
和
縁
起
〉
に

拠
り
つ
つ
も
、〈
大
和
縁
起
〉
に
見
え
な
い
箇
所
を
も
っ
て
い
る（

（2
（

。
そ

れ
ら
は
、
上
巻
第
一
段
・
第
三
段
後
半
・
第
十
段
・
第
十
一
段
後
半
～

第
十
三
段
、
下
巻
第
四
段
（
部
分
）、
第
六
段
後
半
～
第
九
段
に
見
ら
れ
、

上
巻
冒
頭
と
末
尾
、
下
巻
末
尾
部
分
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
る
と
、〈
堺
縁
起
〉
は
〈
大
和
縁
起
〉
を
中
心
に
叙
述
を
行
い
、
巻

の
冒
頭
や
末
尾
部
分
な
ど
に
話
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
叙
述
に
あ
た
っ
て
は
、〈
大
和
縁
起
〉
の
う
ち
、
堺
長
谷

寺
の
開
山
で
も
あ
る
徳
道
に
関
す
る
記
述
、
本
尊
の
御
衣
木
と
な
る
霊

木
に
ま
つ
わ
る
話
、
仏
像
造
立
と
大
和
長
谷
寺
建
立
、
お
よ
び
堺
長
谷

寺
の
壇
主
で
も
あ
る
聖
武
天
皇
に
関
わ
る
部
分
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、〈
大
和
縁
起
〉
の
記
す
内
容
で
、
大
和
長
谷
寺
縁
起
勘
出
の

経
緯
、
長
谷
寺
が
霊
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
行
基
の
山
内
巡
拝
に
ま
つ

わ
る
部
分
な
ど
堺
長
谷
寺
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
箇
所
は
、〈
堺
縁
起
〉

の
叙
述
に
は
必
須
で
な
か
っ
た
た
め
か
、〈
堺
縁
起
〉
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
、〈
堺
縁
起
〉
が
〈
大
和
縁
起
〉
に
拠
っ
た
と
推
さ
れ
る
箇
所

で
は
、
次
に
両
者
の
対
応
箇
所
を
あ
げ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
表
現
を

変
更
す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
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〈
堺
縁
起
〉
上
巻
第
九
段

　
　

�　

又
云
、「
志
賀
の
郡
大
津
の
里
に
有
事
七
十
年
、
里
の
人
、
い

ま
た
木
の
心
を
し
ら
す
き
り
取
程
に
、
郡
郷
の
家
々
門
々
宅
を
や

き
、
病
お
こ
し
て
万
不
吉
也
け
れ
は
、
其
所
を
う
ら
な
ふ
に
『
此

木
の
た
ゝ
り
な
り
』
と
い
へ
は
、
お
か
す
心
な
し
」。

　
〈
大
和
縁
起
〉
上
巻
第
十
一
段

　
　

�　

又
云
、「
志
賀
の
郡
大
津
の
里
に
あ
る
事
七
十
年
。
里
の
人
、

い
ま
た
木
心
を
し
ら
す
し
て
切
と
る
程
に
、
郡
郷
の
家
々
門
々
宅

を
焼
き
、
病
を
発
し
て
よ
ろ
つ
不
吉
な
り
け
れ
は
、
其
故
を
う
ら

な
ふ
に
、『
此
木
の
た
ゝ
り
な
り
』
と
。
聞
者
、
お
か
す
心
な
し（

（2
（

」。

　
〈
堺
縁
起
〉
の
み
に
見
ら
れ
る
箇
所
は
、
内
容
か
ら
（
Ⅰ
）
堺
長
谷

寺
の
本
尊
に
関
す
る
記
述
、（
Ⅱ
）
堺
長
谷
寺
建
立
に
つ
い
て
の
記
述
、

（
Ⅲ
）
住
吉
明
神
の
関
与
を
示
す
記
述
に
分
け
ら
れ
る
。

　
（
Ⅰ
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
堺
長
谷
寺
の
本
尊
は
、
大
和
長
谷
寺
本

尊
の
十
一
面
観
音
像
が
造
立
さ
れ
る
前
に
造
ら
れ
た
「
図
像
の
十
一
面

観
音
小
体（

（2
（

」（
下
巻
第
四
段
）
を
、
徳
道
が
朝
廷
に
願
い
出
て
堺
長
谷
寺

に
安
置
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
（
下
巻
第
六
段
末
尾
）、
当
寺
の
本
尊
は

大
和
長
谷
寺
と
同
木
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
Ⅰ
）
の
本
尊
に
ま
つ
わ
る
記
述
で
注
目
す
べ
き
は
、
上
巻
第
十
一

段
後
半
～
上
巻
末
尾
ま
で
に
記
さ
れ
る
徳
道
に
よ
る
十
一
面
観
音
像
感

得
の
場
面
で
あ
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
で
は
、
徳
道
は
霊
木
を
譲
り
受
け
た
後
、
伊
勢
へ
向
か
う
。

そ
こ
で
七
日
間
の
参
籠
を
行
っ
た
が
、
そ
の
七
夜
め
の
暁
に
童
子
が
化

現
し
、「
汝
早
く
本
山
に
し
て
十
一
面
尊
像
を
つ
く
る
べ
し
」
と
告
げ
る
。

徳
道
が
重
ね
て
「
そ
の
形
像
を
我
に
示
し
た
ま
え
」
と
祈
る
と
、
次
の

夜
、
月
の
も
と
に
童
子
が
現
れ
、
十
一
面
観
音
の
姿
と
な
る
。
第
十
二

段
に
は
、
影
向
し
た
十
一
面
観
音
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
光
背
部

分
に
、
詞
書
に
は
現
れ
な
い
「
我
本
秘
密
大
日
尊　

大
日
日
輪
観
世
音

　

観
音
応
化
日
天
子　

日
天
権
跡
名
日
神　

此
界
能
救
大
慈
心　

所
以

示
現
観
世
音
」
と
の
偈
が
、
金
泥
で
記
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
春
日
明

神
を
祈
る
と
龍
神
が
現
れ
、「
早
く
仏
像
を
造
り
、衆
生
を
利
益
す
べ
し
」

と
告
げ
る
。

　

徳
道
が
伊
勢
に
参
詣
し
て
十
一
面
観
音
像
を
感
得
し
、
そ
の
折
に
六

句
の
偈
を
伝
え
ら
れ
た
、
と
の
話
は
、〈
大
和
縁
起
〉
に
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、『
密
奏
記
』
に
見
出
さ
れ
、『
豊
山
伝
通
記
』『
豊
山
玉
石
集
』

に
も
記
さ
れ
る
。
堺
長
谷
寺
に
は
『
密
奏
記
』
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
、

右
の
話
は
、
所
蔵
の
『
密
奏
記
』
な
ど
を
参
照
し
て
〈
堺
縁
起
〉
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
と
も
推
察
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、〈
堺
縁
起
〉
と
こ
れ
ら
の
話
と
は
、
参
籠
の
日
数
と
観
音

の
影
向
の
状
況
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
。
大
和
長
谷
寺
側
の
資
料
で
は
、

伊
勢
に
参
籠
し
た
の
は
「
百
日
」
で
、
徳
道
の
前
に
現
れ
る
の
は
「
日

輪
」、
偈
を
告
げ
る
の
は
「
貴
女
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
堺
縁
起
〉

で
は
、
参
籠
は
「
七
日
間
」
で
、
十
一
面
観
音
は
「
月
」
の
光
の
も
と

に
現
れ
る
。
そ
し
て
十
一
面
観
音
を
造
る
よ
う
命
じ
、
偈
を
告
げ
る
の

は
「
童
子
」
で
あ
る
。
加
え
て
徳
道
は
春
日
明
神
に
も
祈
り
、
託
宣
を

得
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、〈
堺
縁
起
〉
が
『
密
奏
記
』
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な
ど
の
所
説
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

　

こ
こ
で
〈
堺
縁
起
〉
の
絵
に
着
目
す
る
と
、
第
十
一
段
で
は
、
髪
を

み
ず
ら
に
結
い
、
右
手
に
宝
棒
・
左
手
に
宝
珠
を
も
つ
童
子
が
描
か
れ
、

春
日
明
神
に
祈
る
第
十
三
段
で
は
、
頭
上
に
龍
を
戴
き
、
中
国
風
の
衣

装
に
身
を
包
ん
だ
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

絵
巻
に
描
か
れ
た
両
者
は
、
大
和
長
谷
寺
の
脇
侍
で
あ
る
雨
宝
童

子
・
難
陀
竜
王
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
堺
縁
起
〉

で
は
、
十
一
面
観
音
の
形
像
感
得
の
場
面
で
、
脇
侍
も
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
両
脇
侍
は
、
下
巻
第
四
段
の
十
一
面
観
音
の
造
立
場
面
に

も
登
場
し
、
雨
宝
童
子
は
本
尊
の
右
、
難
陀
竜
王
は
左
と
、
脇
侍
と
し

て
の
実
際
の
位
置
に
か
な
っ
た
場
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、〈
堺
縁
起
〉
は
、
十
一
面
観
音
と
と
も
に
、
そ
の

両
脇
侍
が
徳
道
の
前
に
姿
を
現
し
た
こ
と
を
も
描
き
出
し
て
い
る
と
い

え
る
。『
豊
山
玉
石
集
』
地
巻
の
「
観
音
堂
」
に
は
、
右
に
雨
宝
童
子
、

左
に
難
陀
竜
王
を
従
え
た
十
一
面
観
音
像
の
図
が
掲
載
さ
れ
、
両
脇
侍

の
頭
上
に
は
「
天
照
」「
春
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。〈
堺
縁
起
〉
で
、

徳
道
が
伊
勢
に
参
籠
し
た
際
に
は
雨
宝
童
子
、
春
日
明
神
に
祈
っ
た
際

に
は
難
陀
竜
王
が
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
図
の
よ
う
な
、
天
照
大
神

―
―
雨
宝
童
子
、
春
日
明
神
―
―
難
陀
龍
王
と
い
う
対
応
が
念
頭
に
あ

り
、
そ
れ
が
画
面
上
に
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
堺
長
谷
寺
で
も
か
つ
て
は
十
一
面
観
音
像

に
両
脇
侍
が
備
わ
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
十
一
面
観
音
と
両
脇
侍
の
化

現
を
描
く
〈
堺
縁
起
〉
上
巻
末
尾
は
、
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
と
両
脇
侍

の
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、
堺
長
谷
寺
の
本
尊
・
両
脇
侍
で
あ
る
と
も
い

え
る
。
堺
長
谷
寺
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
、
自
ら
の
寺
の

本
尊
と
脇
侍
の
由
緒
を
示
し
た
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　
（
Ⅱ
）
の
堺
長
谷
寺
の
建
立
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
下
巻
第
六

段
後
半
～
第
九
段
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
六
段
後
半
で
は
、
当
寺
は
、
大

和
長
谷
寺
の
霊
験
あ
る
本
尊
に
結
縁
を
望
む
者
が
そ
の
慈
悲
に
あ
ず
か

れ
な
い
こ
と
を
憐
れ
ん
だ
聖
武
天
皇
が
、「
六
十
余
州
に
当
尊
の
形
像

を
写
し
て
、
新
長
谷
寺
を
造
立
す
べ
し
」
と
の
勅
を
発
し
、
そ
れ
を
承

け
て
徳
道
上
人
が
建
立
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
。
第
七
段
で
は
、
堺
長

谷
寺
の
御
堂
供
養
の
日
に
境
内
の
松
に
龍
神
が
現
れ
、
松
の
木
に
龍
灯

が
と
も
る
と
い
う
、
前
節
で
も
ふ
れ
た
奇
瑞
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
続
く
下
巻
第
八
段
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

�　

上
人
、
歓
喜
の
余
り
に
朝
庭
に
奏
す
。
則
勅
使
と
し
て
藤
の
永

手
、
当
寺
に
着
給
ひ
、
勅
約
の
金
札
を
以
て
、
神
栄
山
新
長
谷
寺

極
楽
院
、
住
吉
明
神
を
鎮
守
と
し
て
、
天
下
泰
平
・
万
民
快
楽
を

祈
り
奉
る
へ
き
旨
、
寺
主
の
僧
謹
而
承
。
則
光
明
皇
后
、
御
堂
供

養
の
為
、
永
く
泉
州
大
鳥
の
郡
に
し
て
、
免
田
を
よ
せ
さ
せ
、
同

藤
の
房
前
合
力
を
以
て
、
氏
繁
昌
の
事
を
祈
ら
し
め
給
ふ
。

　

こ
こ
で
は
、
前
段
の
奇
瑞
を
朝
廷
に
奏
上
し
た
結
果
、
勅
使
に
よ
っ

て
勅
約
の
金
札
が
も
た
ら
さ
れ
、
免
田
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。
こ
の
内
容
は
、
第
六
段
前
半
に
記
さ
れ
る
大
和
長
谷
寺
で
の
御
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堂
供
養
後
の
奇
瑞
奏
上
、
金
札
授
受
等
と
類
似
し
て
い
る
。
第
八
段
で

の
勅
使
「
藤
の
永
手
」
は
、
第
六
段
で
大
和
長
谷
寺
へ
の
勅
使
と
な
っ

た
藤
原
房
前
の
息
子
で
あ
る
。
ま
た
、
第
八
段
に
お
け
る
、
寺
で
祈
る

べ
き
内
容
を
示
し
た
語
句
の
「
天
下
泰
平
・
万
民
快
楽
」
と
い
う
表
現

は
、
第
六
段
で
の
「
宝
祚
長
久
・
一
天
無
為
・
四
海
泰
平
・
万
人
快
楽
」

と
似
通
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、〈
堺
縁
起
〉
下
巻
第
八
段
の
内
容
は
、

同
第
六
段
に
記
さ
れ
る
大
和
長
谷
寺
で
の
出
来
事
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
第
六
段
前
半
が
〈
大
和
縁
起
〉
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ

と
を
想
起
す
れ
ば
、
第
八
段
は
、〈
大
和
縁
起
〉
に
記
さ
れ
る
大
和
長

谷
寺
で
の
御
堂
供
養
後
の
状
況
を
、
堺
長
谷
寺
の
状
況
と
し
て
ア
レ
ン

ジ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
際
に
、
第
六
段
で
勅
使
と
な
っ

た
房
前
の
息
子
を
登
場
さ
せ
、
当
寺
に
帰
依
す
る
人
物
と
し
て
聖
武
天

皇
の
妻
光
明
皇
后
を
設
定
す
る
な
ど
、〈
大
和
縁
起
〉
を
原
型
に
し
つ

つ
も
、
そ
れ
を
若
干
ず
ら
し
た
形
で
再
構
成
し
て
い
る
と
み
な
せ
る
。

　

た
だ
し
、
光
明
皇
后
は
、
前
節
で
検
討
し
た
「
絵
図
」
に
「
聖
武
皇

帝
光
明
皇
后
の
建
立
」
と
し
て
聖
武
と
並
ん
で
登
場
し
て
い
る
の
で
、

〈
堺
縁
起
〉
で
も
両
者
を
堺
長
谷
寺
建
立
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
登
場

さ
せ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
も
あ
れ
、
第
八
段
に
お
い
て
、
大
和
長
谷
寺
と
同
様
に
、
当
寺
で

も
御
堂
供
養
の
法
会
と
そ
の
後
の
種
々
の
勝
事
が
あ
っ
た
、
と
記
さ
れ

る
こ
と
で
、
当
寺
が
大
和
長
谷
寺
に
準
ず
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
確

に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
（
Ⅲ
）
の
住
吉
明
神
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

住
吉
明
神
は
、
当
寺
の
鎮
守
で
あ
る
と
さ
れ
（
上
巻
第
一
段
・
下
巻
第
八

段
）、
本
絵
巻
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
ず
、
徳

道
が
二
親
の
菩
提
の
た
め
に
仏
門
を
志
し
た
と
き
の
記
述
を
見
よ
う
。

　
〈
堺
縁
起
〉
上
巻
第
三
段
後
半

　
　

�　
（
徳
道
は
）
い
ん
ゑ
ん
を
相
感
し
て
泉
州
当
浦
に
来
り
、
住
吉
の

霊
社
に
七
日
の
参
籠
あ
り
て
、
日
夜
に
大
明
神
の
内
宮
た
る
地
に

籠
り
て
、仏
道
に
入
ら
ん
事
を
祈
り
た
ま
ふ
に
、明
神
詫
し
て
、「
和

州
三
神
の
里
と
云
所
有
。
彼
地
に
行
て
菩
提
を
求
よ
。
汝
か
い
た

ら
ん
と
こ
ろ
、
我
も
は
な
れ
す
擁
護
せ
ん
」
と
云
々
。

　

仏
道
に
志
し
た
徳
道
は
、〈
大
和
縁
起
〉
で
は
、「
因
縁
相
感
」
じ
て

長
谷
寺
へ
と
向
か
っ
て
い
る
が
、〈
堺
縁
起
〉で
は「
い
ん
ゑ
ん
を
相
感
」

じ
て
堺
浦
に
や
っ
て
来
て
住
吉
社
に
参
籠
し
、「
和
州
三
神
の
里
へ
行

け
」
と
の
住
吉
明
神
よ
り
の
託
宣
を
得
た
後
に
、「
三
神
の
里
」
す
な

わ
ち
豊
山
初
瀨（

（2
（

に
向
か
う
。
つ
ま
り
、〈
堺
縁
起
〉
で
は
、
徳
道
が
初

瀨
の
地
へ
と
向
か
う
の
に
、
住
吉
明
神
の
導
き
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
際
、〈
大
和
縁
起
〉
で
は
徳
道
と
長
谷
寺
と
の
間
の
も
の
で
あ
っ

た
「
因
縁
」
は
、〈
堺
縁
起
〉
で
は
堺
浦
と
の
「
い
ん
ゑ
ん
」
へ
と
転

化
し
て
い
る
。
具
体
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
因
縁
」
を
、

〈
堺
縁
起
〉
は
徳
道
と
堺
・
住
吉
明
神
の
間
の
も
の
と
と
ら
え
、
徳
道

と
こ
れ
ら
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
「
因
縁
」

と
い
う
言
葉
を
ず
ら
し
て
叙
述
に
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。
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ま
た
近
江
国
三
尾
前
山
の
霊
木
は
、〈
大
和
縁
起
〉
で
は
大
津
か
ら

大
和
国
八
木
、当
麻
里
を
経
て
長
谷
の
郷
神
河
浦
に
至
る
が
、〈
堺
縁
起
〉

で
は
、
霊
木
は
大
津
か
ら
堺
浦
に
漂
着
す
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
上
巻
第
十
段

　
　

�　

其
後
、
又
洪
水
し
て
彼
里
を
流
出
、
和
泉
国
大
鳥
の
郡
、
此
堺

浦
に
な
み
よ
り
ぬ
。
人
不
思
儀
の
思
ひ
を
な
す
処
に
、
夜
々
瑞
光

の
現
す
る
を
見
て
、
霊
木
の
妙
な
る
事
を
お
そ
れ
て
、
他
の
国
に

送
ら
ん
と
計
る
に
、
更
に
う
こ
く
事
な
し
。

　
　

�　

然
処
、
白
髪
の
老
翁
来
て
云
、「
此
木
、
本
は
大
和
国
日
出
山

に
縁
あ
り
。
早
く
彼
所
に
送
る
へ
し
。
我
又
力
を
加
へ
ん
事
願
ふ

故
に
、
住
吉
の
里
よ
り
来
れ
り
」
と
い
ひ
、
う
せ
ぬ
。
浦
人
、
老

翁
の
住
吉
明
神
な
る
事
を
お
も
ひ
て
、
は
る
か
な
る
二
上
の
峯
を

越
へ
、
件
の
木
を
曳
捨
ぬ
。

　

堺
浦
に
漂
着
し
た
霊
木
は
、
い
ず
れ
の
場
所
で
も
祟
り
を
な
す
が
、

堺
浦
で
は
瑞
光
を
発
し
、
動
か
そ
う
と
し
て
も
動
か
な
い
、
と
い
う
霊

異
を
示
す
。
住
吉
明
神
の
化
身
で
あ
る
老
翁
が
、「
こ
の
木
は
大
和
国

日
出
山
に
縁
が
あ
る
も
の
な
の
で
、
そ
こ
へ
送
れ
」
と
告
げ
た
こ
と
に

よ
り
、
堺
の
浦
人
に
よ
っ
て
、
霊
木
は
「
二
上
の
峯
」（
二
上
山
）
を
越

え
て
曳
き
捨
て
ら
れ
る
。
画
面
に
は
木
を
曳
き
な
が
ら
山
を
越
え
る

人
々
が
描
か
れ
て
お
り
、「
日
出
山
」
は
初
瀬
の
地
を
表
す
の
で（

（2
（

、
浦

人
は
長
谷
寺
近
辺
ま
で
木
を
曳
い
て
い
っ
た
と
も
解
さ
れ
る
が
、
続
く

第
十
一
段
で
霊
木
が
八
木
・
当
麻
か
ら
神
川
浦
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
堺
の
浦
人
は
、
堺
か
ら
二
上
山
を
越
え

て
、
八
木
近
辺
ま
で
木
を
曳
い
て
い
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う（

（2
（

。〈
堺
縁
起
〉
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
霊
木
が
初
瀬
へ
向
か
う
に
も

住
吉
明
神
の
力
が
大
き
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
の
文
脈
で
は
、
住
吉
明
神
に
よ
っ
て
徳
道
は
初
瀨
へ
と

導
か
れ
、
霊
木
も
ま
た
「
大
和
国
日
出
山
」
に
縁
あ
る
も
の
と
意
味
づ

け
ら
れ
て
彼
の
地
へ
運
ば
れ
る
な
ど
、
住
吉
明
神
は
〈
堺
縁
起
〉
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、「
絵
図
」
で
も
住

吉
明
神
社
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
た
が
、〈
堺
縁
起
〉
に
お
い
て
も
、

住
吉
明
神
は
重
要
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
堺
縁
起
〉
で
は
、
住
吉
明
神
が
重
要
な
役
割
を
果

た
す
の
で
あ
る
が
、
本
縁
起
に
現
れ
る
住
吉
明
神
は
、
実
は
開
口
神
社

の
祭
神
と
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
本
縁
起
冒
頭

の
鎮
守
の
神
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
と
、
開
口
神
社
（
大
寺
）
の
縁
起

で
あ
る
『
大
寺
縁
起（

（3
（

』
の
記
述
を
対
照
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
該
当
部
分
の
本
文
を
あ
げ

る
。
傍
線
①
～
④
は
、
両
者
に
関
連
が
み
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
上
巻
第
一
段

　
　

�　

蓋
し
鎮
座
同
居
の
神
を
お
も
ひ
奉
れ
は
、
往
時
①
日
向
国
橘
の

郡
檍
か
原
鵜
戸
の
塩
瀬
よ
り
顕
れ
出
し
御
神
、
②
塩
津
の
老
翁
也
。

　
　

�　
③
此
所
に
居
住
し
て
無
量
歳
を
経
れ
は
、
白
髪
の
顔
を
示
現
す

と
の
ま
た
ひ
、
又
本
地
の

鍵
を
尋
究
め
奉
れ
は
、
御
神
④
住
吉
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大
菩
薩
、
詫
宣
し
て
「
吾
は
是
、
都
率
の
内
院
第
三
の
高
貴
徳
王

大
聖
な
り
」
と
。

　
　

�　

又
は
「
救
世
の
菩
薩
と
し
て
衆
生
を
愍
た
ま
ふ
」
と
云
り
。
無

刹
不
現
身
の
海
⑤
漫
々
と
し
て
辺
も
な
く
、
沈
々
と
し
て
底
も
な

し
。
た
と
ひ
劫
石
を
経
る
と
も
、
誰
か
思
義
す
る
事
を
得
ん
。

　

傍
線
②
で
は
、
当
寺
に
鎮
座
の
神
は
「
塩
津
の
老
翁
」
だ
と
述
べ
る
。

④
で
住
吉
明
神
の
託
宣
が
記
さ
れ
、
下
巻
第
八
段
に
は
、「
住
吉
明
神

を
鎮
守
と
し
て
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
当
寺
の
鎮

守
は
「
塩
津
老
翁
」
で
「
住
吉
明
神
」
で
も
あ
る
神
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。「
塩
津
老
翁
」
と
住
吉
明
神
が
一
体
で
あ
る
こ
と
は
、『
大
寺

縁
起
』
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
次
に
〈
堺
縁
起
〉
と
関
わ
る
『
大
寺
縁
起
』

の
本
文
を
、
関
連
箇
所
に
傍
線
Ａ
～
Ｅ
を
付
し
て
掲
出
す
る
。

　

・『
大
寺
縁
起
』
上
巻
第
一
段

　
　

�　

夫
当
寺
鎮
守
垂
迹
の
御
神
三
村
宮
ハ
、
往
昔
伊
弉
諾
尊
、
伊
弉

冊
尊
の
二
神
、（
中
略
）
Ａ
筑
紫
日
向
国
小
戸
の
橘
の

原
の
塩
潮

に
て
御
祓
し
給
ふ
御
時
、
あ
ら
は
れ
出
給
ひ
し
御
神
、
底
筒
男
命
、

中
筒
男
命
、
表
筒
男
命
、
こ
れ
す
な
ハ
ち
住
吉
の
御
神
、
Ｂ
塩
土

の
老
翁
な
り
、（
中
略
）
凡
Ｃ
此
森
に
居
住
し
て
、
無
量
歳
を
ふ
れ
は
、

白
髪
の
貌
を
示
現
す
、
と
託
宣
し
た
ま
ふ（

（3
（

、

　

・『
同
』
同
第
四
段

　
　

�　

往
時
Ｄ
大
明
神
詫（

託
）

宣
し
給
ひ
て
、
吾
ハ
是
都
率
の
内
院
、
第
三

の
高
貴
徳
王
大
菩
薩
な
り
と
。

　

・『
同
』
同
第
五
段

　
　

�　

聖
徳
太
子
の
ゝ
た
ま
は
く
、
吾
ハ
是
随
類
化
現
の
粟
散
国
の
小

王
身
な
り
、
弘
誓
海
の
こ
と
く
、
Ｅ
漫
々
と
し
て
ほ
と
り
も
な
く
、

沈
々
と
し
て
底
も
な
し
、
た
と
ひ
劫
石
を
歴
る
と
も
、
た
れ
か
思

議
す
る
こ
と
を
え
ら
む
、

　

こ
れ
を
比
較
す
る
と
、
神
の
名
前
が
『
大
寺
縁
起
』
で
は
「
塩
土
老

翁
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
堺
鑑
』『
摂
泉
小
鑑
録
』
で
は
〈
堺
縁
起
〉

と
同
じ
く
「
塩
津
老
翁
」
と
さ
れ
る
の
で
、
ど
ち
ら
も
開
口
神
社
（
当

時
は
「
三
村
宮
」
と
も
）
の
祭
神
と
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
両
者
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、〈
堺
縁
起
〉
の
傍
線
①
は
、『
大

寺
縁
起
』
の
傍
線
Ａ
と
対
応
し
、
同
様
に
、
②
と
Ｂ
、
③
と
Ｃ
、
④
と

Ｄ
、
⑤
と
Ｅ
が
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
大
寺
縁
起
』
の
表
現
を

ほ
と
ん
ど
変
え
る
こ
と
な
く
、〈
堺
縁
起
〉
が
摂
取
し
て
い
る
と
み
な

せ
る
。
す
る
と
、〈
堺
縁
起
〉
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
〈
大
和

縁
起
〉
以
外
に
、『
大
寺
縁
起
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、〈
大
和
縁
起
〉
が
〈
堺
縁
起
〉
の
全
体
に
わ
た
っ
て
利
用
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
大
寺
縁
起
』
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
ま
と
ま
っ

て
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
見
出
せ
ず
、
本
縁
起
は
、〈
堺
縁
起
〉
の
冒
頭

部
分
に
集
中
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

先
に
〈
堺
縁
起
〉
の
梗
概
を
記
し
た
部
分
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
本

絵
巻
に
は
〈
大
和
縁
起
〉
に
は
見
ら
れ
な
い
和
歌
が
四
首
（
和
歌
1
～

4
）
存
す
る
が
、
以
下
で
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

　

1　

初
瀬
川
な
か
れ
の
末
は
泉
な
る
境
の
浦
に
行
て
た
つ
ね
よ
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2　

初
瀬
寺
お
な
し
誓
そ
跡
た
る
ゝ
塩
瀬
の
神
の
さ
か
ひ
へ
た
て
し

　

3�　

極
楽
の
初
瀬
の
仏
み
を
わ
け
て
も
ら
さ
す
尚
も
世
を
す
く
ふ
ら

ん

　

4�　

和
田
つ
み
の
そ
こ
と
も
し
ら
ぬ
波
間
よ
り
光
さ
し
そ
ふ
松
の
一

本

　

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
〈
堺
縁
起
〉
の
み
に
存
在
す
る
段
の
末
尾
に

付
さ
れ
て
い
る
。
1
・
3
は
、
堺
長
谷
寺
と
大
和
長
谷
寺
の
関
係
の
深

さ
を
詠
ん
だ
和
歌
と
み
ら
れ
る
。
1
は
、
大
和
長
谷
寺
の
ほ
と
り
を
流

れ
る
初
瀬
川
の
末
は
、
和
泉
国
の
境
（
堺
）
の
浦
を
訪
ね
よ
、
と
い
い
、

川
を
な
か
だ
ち
と
し
て
堺
長
谷
寺
と
大
和
長
谷
寺
と
が
つ
な
が
り
、
両

者
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
和
歌

か
ら
読
み
取
れ
る
両
寺
の
関
係
が
、
人
々
に
共
感
を
も
っ
て
受
け
容
れ

ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
実
際
の
状
況
が
何
が
し
か
反
映
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
初
瀨
川
と
堺
浦
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、

笠
置
山
地
か
ら
発
し
た
初
瀬
川
は
、
長
谷
寺
の
あ
る
初
瀬
の
地
で
西
流

し
、
い
く
つ
も
の
支
流
を
集
め
て
大
和
川
と
な
っ
て
大
阪
平
野
に
注
ぎ
、

上
町
台
地
の
北
辺
で
淀
川
と
合
流
し
て
大
阪
湾
に
注
い
で
い
た
。
そ
の

河
口
か
ら
大
阪
湾
を
南
に
向
か
う
と
、
堺
浦
へ
と
至
る
。
す
る
と
、
実

際
に
も
和
歌
で
詠
ま
れ
る
状
況
が
あ
り
得
た
わ
け
で
、
川
を
介
し
て
の

両
者
の
結
び
つ
き
は
、
現
実
と
そ
う
隔
た
ら
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（3
（

。

　

3
は
、
十
一
面
観
音
の
小
像
が
堺
長
谷
寺
に
安
置
さ
れ
て
御
堂
供
養

が
行
わ
れ
た
後
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
大
和
長
谷
寺
本
尊
十
一
面

観
音
の
分
身
、
す
な
わ
ち
同
木
の
仏
が
堺
の
地
で
衆
生
を
救
お
う
と
し

て
い
る
、
と
読
み
取
れ
よ
う
。

　

2
は
、
徳
道
が
住
吉
社
に
参
籠
し
て
託
宣
を
受
け
た
後
に
記
さ
れ
る

和
歌
で
あ
る
。
徳
道
が
こ
の
堺
を
離
れ
て
大
和
長
谷
寺
に
赴
い
て
修
行

す
る
際
に
も
、
彼
の
そ
ば
を
離
れ
ず
擁
護
せ
ん
、
と
の
「
塩
瀬
の
神
」

す
な
わ
ち
住
吉
明
神
の
誓
い
を
述
べ
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。

　

残
る
4
は
、
先
に
検
討
し
た
龍
灯
松
の
奇
瑞
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
四
首
が
す
べ
て
前
節
で
検
討
し
た

「
絵
図
」
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
絵
図
」
で
は
、
1
・
3
が
本
堂
、

2
は
住
吉
明
神
社
、
4
は
龍
灯
松
の
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
和
歌
に
は
、「
絵
図
」
が
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
江
戸
時
代

初
期
の
段
階
で
、〈
堺
縁
起
〉
で
記
さ
れ
る
よ
う
な
和
歌
を
詠
む
に
至

る
状
況
を
語
る
逸
話
が
付
随
し
て
い
た
と
推
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ

ら
の
和
歌
は
、
堺
長
谷
寺
に
お
い
て
、「
絵
図
」
で
注
記
さ
れ
た
神
仏

な
ど
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
一
体
で
伝
承
さ
れ
、〈
堺
縁
起
〉
に
も

受
け
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、〈
堺
縁
起
〉
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
本
絵
巻
は
「
絵
図
」

の
伝
承
を
受
け
継
い
で
お
り
、
お
お
む
ね
〈
大
和
縁
起
〉
に
寄
り
添
い

つ
つ
も
、
部
分
的
に
は
『
大
寺
縁
起
』
を
参
照
し
、
そ
こ
に
堺
長
谷
寺

に
関
わ
る
事
績
な
ど
を
付
加
し
て
堺
長
谷
寺
の
縁
起
を
語
ろ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
〈
堺
縁
起
〉
独
自
の
要
素
と
し
て
は
、
当
寺
の
本
尊
が
大
和
長
谷
寺
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本
尊
造
立
の
前
に
造
ら
れ
た
小
像
で
あ
る
こ
と
、〈
大
和
縁
起
〉
に
は

記
さ
れ
な
い
、
本
尊
や
脇
侍
に
ま
つ
わ
る
記
述
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
先
の
「
絵
図
」
同
様
、
住
吉
明
神
を
物
語
の
展
開
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
点
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

三
、「
泉
堺
長
谷
寺
略
縁
起
」

　

続
い
て
、「
略
縁
起
」に
つ
い
て
検
討
す
る
。こ
れ
は
天
保
十
一
年（
一

八
四
〇
）
の
刊
記
を
も
つ
一
枚
物
で
あ
る（

（3
（

。
本
文
末
尾
に
は
、「
天
保

十
一
庚
子
年
、
春
三
月
改
正
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
に
も
略
縁
起
が

あ
っ
た
の
を
「
改
正
」
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
縁
起
の
記
述
を
「
改

正
」
し
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
い
っ

た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

次
に
内
容
に
よ
り
適
宜
分
割
し
、
①
～
⑤
の
番
号
を
付
し
た
本
文
を

あ
げ
る
。
①
～
③
は
前
節
で
検
討
し
た
〈
堺
縁
起
〉
に
ほ
ぼ
拠
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
、〈
堺
縁
起
〉

に
な
い
記
述
に
傍
線
を
付
し
た
。
た
だ
し
、
④
は
〈
堺
縁
起
〉
に
見
え

ず
、
⑤
は
対
応
関
係
を
明
確
に
し
が
た
い
た
め
傍
線
は
付
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　

泉
堺
長
谷
寺
略
縁
起

　

①�　

夫
、
当
寺
の
本
尊
は
和
州
長
谷
寺
開
山
徳と

く

道た
う

上
人
、
伊
勢
太
神

に
祈き

誓せ
い

し
奉
り
虚こ

空く
う

に
影ゑ

う

現げ
ん

し
給
ふ
十
一
面
観
世
音
菩
薩
也
。

　

②�　

其
由ゆ

来ら
い

を
尋た

づ
ぬ

る
に　

人
皇
四
十
五
代
聖さ

う

武む

天
皇
の
御
宇
、
徳

道
上
人
、
大
和
国
長
谷
寺
建
立
の
時と

き

、
ａ
春
日
大
明
神
の
御
化け

身し
ん

、

稽け
い

文ぶ
ん

会ゑ

・
稽け

首し
ゆ

勲く
ん

、
江
州
三み

尾を

の
霊□

い

木ぼ
く

を
以
て
彼
影
現
の
御
容か

た
ち

を
本
尊
に
造つ

く

ら
ん
と
し
て
、先ま

つ

試
こ
ゝ
ろ
み

に
ｂ
十
分
一
の
尊
像
を
彫て

う

刻こ
く

し
、

後
に
弐
丈
六
尺
の
尊
像
を
造
り
奉
れ
り
。

　

③�　
ア
ｃ

其
後
二
十
八
年
を
経
て
、
上
人
此
堺
の
浦う

ら

に
来
り
、
所
の

さ
ま
を
検け

ん

知ち

し
給
ふ
に
、
此
地
商し

や
う

買ば
い

の
街ち

ま
た

、
魚き

よ

漁り
や
う

の
津
な
れ
ば
、

誠
に
大
聖せ

う

の
慈じ

悲ひ

に
あ
ら
ず
ん
は
争い

か
て

か
此
民
を
済す

く

は
ん
や
と
思お

ほ
し

召め
す

折お
り

柄か
ら

、
イ
聖
武
天
皇
勅
を
下
し
て
、
遠ゑ

ん

近き
ん

の
民
、
た
と
へ
初は

つ

瀬せ

に
さ
ん
け
い
せ
ん
と
お
も
へ
と
も
、
貧ひ

ん

者じ
や

病び
や
う

苦く

、
又
は
老
た
る

輩
は
、
空
し
く
菩
薩
の
慈じ

悲ひ

に
疎う

と

か
ら
ん
こ
と
を
憐あ

わ
れ

み
給
ひ
、

六
十
余よ

州し
う

に
新
長
谷
寺
を
建
立
す
べ
し
と
の
仰お

ゝ
せ

に
よ
つ
て
、
徳

道
上
人
、
住
吉
太
神
の
御
告つ

げ

に
任ま

か

せ
、
先
最さ

い

初し
よ
う

に
当
寺
を
建
立
し
、

彼か
の

稽け
い

文ぶ
ん

会ゑ

が
こ
ゝ
ろ
み
に
造
り
奉
れ
る
小
像
を
以
て
本
尊
と
す
べ

き
旨□

を
奏さ

□

□
給
へ
は
、
則

す
な
は
ち

宣せ
ん

下げ

あ
り
て
、
天て

ん

平ぺ
い

勝し
よ
う

宝は
う

五
年
、

行ぎ
や
う

基き

菩
薩
を
呪じ

ゆ

願く
わ
ん

と
し
て
入
仏
の
砌
、
ウ
ｄ
不ふ

思し

議ぎ

な
る
哉
、
海か

い

上し
よ
う

浪な
み 

謐し
づ
ま

り
て
、
龍り

う

神じ
ん

現げ
ん

し
、
其
夜
松ま

つ

の
梢こ

ず
へ

に
龍り

う

灯た
う

赫か
く
や
く

た
り
。

ｅ
今
に
い
た
り
、
毎
年
七
月
十
日
の
万
灯
会
は
其
儀ぎ

式し
き

を
残
せ
り
。

　
　

�　
エ
上
人
歓く

わ
ん

喜ぎ

の
あ
ま
り
、
朝ち

や
う

廷て
い

に
奏さ

う

し
奉
れ
は
、
御お

ん

勅ち
よ
く

使し

と

し
て
、
藤た

う

の
永な

が

手て

下け

向か
う

あ
り
て
、
神し

ん

栄ゑ
い

山さ
ん

新
長
谷
寺
と
勅
号が

う

を
下

し
て
、
ｆ
永
く
泉
州
木き

戸と

の
庄
に
八
丁
四
方
の
荘し

や
う

園ゑ
ん

を
寄き

附ふ

し
給

ふ
。
ｇ

是
日
本
に
新
長
谷
寺
建
立
の
最さ

い

初し
よ

也
。

　

④�　

其
後
元げ

ん

和な

の
兵ひ

や
う

乱ら
ん

に
堂と

う

宇う

残の
こ

ら
す
炎え

ん

上し
や
う

せ
り
と
い
へ
ど
も
、

本
尊
は
御
告
に
依
て
当
地
の
真
砂
の
底そ

こ

に
埋う

づ
み

奉
り
、
大
坂
平へ

い

均き
ん

の
後
、
今
の
地
に
建
立
し
奉
る
に
、
霊れ

い

験げ
ん

む
か
し
に
か
□
ら
せ
給

は
ず
、
弥

い
よ
〳
〵

あ
ら
た
な
り
。
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⑤�　

然
は
則
当
寺
の
本
尊
は
、
初は

瀬せ

の
本
尊
と
は
同ど

う

木□
く

□
□さ

く

一
體た

□

□

二
の
尊
像
に
し
て
、
し
か
も
天
子
の
叡え

い

慮り
や
う

あ
れ
ば
、
大
和
の
国

に
あ
ゆ
み
を
運は

こ

ぶ
□
能あ

た

は
ざ
る
□
は
、
当
地
の
本
尊
に
祈き

誓せ
い

せ
ば
、

福ふ
く

徳と
く

を
円ゑ

ん

満ま
ん

し
、
二
世
の
願ぐ

わ
ん

望□
う

を
成ぜ

う

□じ
ゆ
う

す
べ
き
事
、
疑

う
た
が
い

な
き

も
の
お
や
。

　
　
　
　

天
保
十
一
庚
子
年
、
春
三
月
改
正
。

　

①
～
③
と
〈
堺
縁
起
〉
と
は
、
①
が
上
巻
第
十
二
段
、
②
が
下
巻
第

四
段
、
③
の
ア
は
下
巻
第
九
段
、
イ
は
同
第
六
段
後
半
、
ウ
は
同
第
七

段
、
エ
は
同
第
八
段
と
対
応
し
て
い
る
。
右
の
各
段
は
、〈
堺
縁
起
〉

の
典
拠
と
な
っ
た
〈
大
和
縁
起
〉
に
は
見
え
な
い
部
分
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
略
縁
起
」
は
、〈
堺
縁
起
〉
を
下
敷
き
に
し
て
①

～
③
を
記
し
、
末
尾
に
④
⑤
を
付
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
略
縁
起
」
の
叙
述
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、〈
堺
縁
起
〉
と

比
較
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
。

　

①
の
、
当
寺
の
本
尊
は
徳
道
が
伊
勢
大
神
宮
に
祈
誓
し
て
示
さ
れ
た

十
一
面
観
音
で
あ
る
、
と
い
う
記
述
と
、
②
の
稽
文
会
・
稽
首
（
主
）

勲
が
江
州
三
尾
の
霊
木
で
十
一
面
観
音
の
像
を
造
立
す
る
前
に
小
像
を

作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
対
応
す
る
〈
堺
縁
起
〉
上
巻
第
十
二
段
、
下

巻
第
四
段
の
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
③
で
も
〈
堺
縁

起
〉
の
内
容
を
略
記
し
な
が
ら
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
略
縁
起
」
の
〈
堺
縁
起
〉
利
用
の
方
法
は
、
た
と
え
ば
次
の
箇
所

か
ら
う
か
が
え
る
。
引
用
文
で
は
、〈
堺
縁
起
〉
に
あ
っ
て
「
略
縁
起
」

に
な
い
語
句
に
二
重
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

③
ウ�　
ｄ
不ふ

思し

議ぎ

な
る
哉
、
海か

い

上し
よ
う

浪な
み 

謐し
づ
ま

り
て
、
龍り

う

神じ
ん

現げ
ん

し
、
其
夜
松ま

つ

の
梢こ

ず
へ

に
龍り

う

灯た
う

赫か
く
や
く

た
り
。
ｅ
今
に
い
た
り
、
毎
年
七
月
十
日
の
万

灯
会
は
其
儀ぎ

式し
き

を
残
せ
り
。

　
〈
堺
縁
起
〉
下
巻
第
七
段

　
　

�

供
養
の
日
、
海
上
波
浪
鳴
を
停
め
、
龍
神
現
し
て
花
を
捧
く
。
其

夜
、
神
木
の
松
の
木
す
ゑ
に
龍
灯
明
也
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、「
略
縁
起
」
は
、〈
堺
縁
起
〉
の
「
海
上
波
浪
鳴
を

停
め
」
を
「
海か

い

上し
よ
う

浪な
み 

謐し
づ
ま

り
て
」
と
す
る
な
ど
、
表
現
を
微
妙
に
変

え
な
が
ら
用
い
、
そ
の
前
後
に
傍
線
ｄ
ｅ
の
よ
う
な
記
述
を
付
加
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
③
ア
に
あ
る
「
商し

や
う

買ば
い

の
街ち

ま
た

、
魚き

よ

漁り
や
う

の
津
」
と
い
う
語
句

な
ど
は
、
次
に
対
応
箇
所
を
示
す
よ
う
に
、〈
堺
縁
起
〉
の
文
言
を
変

え
ず
に
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
下
巻
第
九
段
前
半

　
　

�

上
人
、
当
浦
の
あ
り
さ
ま
を
験
智
し
た
ま
ふ
に
、
此
地
商
売
の
ち

ま
た
、
魚
漁
の
津
な
れ
は
、
誠
に
大
聖
の
慈
悲
あ
ら
す
ん
は
、
い

か
て
か
此
民
を
度
せ
ん
や
と
、

　

と
こ
ろ
で
、
堺
を
商
売
と
漁
業
の
地
と
す
る
認
識
は
、「
絵
図
」
の

段
階
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
堺
の
特
色
を
示

す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
堺
長
谷
寺
の
縁
起
が
、
ど
う
い
っ
た
位
相

の
人
々
を
対
象
と
し
て
い
た
か
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
傍
線
ａ
～
ｇ
の
〈
堺
縁
起
〉
に
は
見
え
な
い
箇
所
に
つ
い

て
検
討
す
る
と
、（
ⅰ
）
何
ら
か
の
典
拠
に
よ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
も
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の
（
ａ
・
ｇ
）
と
、（
ⅱ
）
典
拠
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
何
ら
か
の

記
述
か
ら
類
推
し
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
（
ｂ
・
ｃ
・
ｆ
）、（
ⅲ
）
そ

の
他
（
ｄ
・
ｅ
）
に
分
類
で
き
る
。

　
（
ⅰ
）
の
ａ
は
、
観
音
造
像
の
工
匠
、
稽
文
会
・
稽
首
（
主
）
勲
が

春
日
明
神
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。〈
堺
縁
起
〉
に
は
、

「
稽
文
は
六
臂
の
地
蔵
、
主
勲
は
不
空
羂
索
観
音
」（
下
巻
第
四
段
）
と

あ
る
も
の
の
、
春
日
明
神
と
の
関
連
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
両
者
が
春

日
明
神
の
化
身
で
あ
る
こ
と
は
、『
密
奏
記
』
及
び
『
豊
山
伝
通
記
』

に
見
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
堺
長
谷
寺
で
は
『
密
奏
記
』
を
所
蔵

し
て
い
た
の
で
、
ａ
の
よ
う
な
表
現
は
、
こ
う
し
た
も
の
を
参
照
し
て

な
さ
れ
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
ｇ
に
類
す
る
表
現
は
、
前
掲
の
『
堺
鑑
』
に
も
見
ら
れ
、
同
書
に
「
上

古
ノ
記
録
現
然
タ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
寺
が
新
長
谷
寺

の
う
ち
最
初
に
建
立
さ
れ
た
寺
で
あ
る
、
と
明
記
し
た
何
ら
か
の
文
献

が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
り
、「
略
縁
起
」
は
、
そ
う
し
た
も
の
に
拠
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。あ
る
い
は
③
ア
に「
先
最さ

い

初し
よ
う

に
当
寺
を
建
立
し
」

と
あ
る
の
で
、
ｇ
で
は
そ
れ
を
承
け
て
、
当
寺
が
新
長
谷
寺
の
う
ち
で

も
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も

読
み
取
れ
る
。

　
『
豊
山
玉
石
集
』
水
巻
「
諸
国
新
長
谷
寺
事
」
に
は
、「
新
長
谷
寺
」

と
称
す
る
寺
が
七
十
三
、「
長
谷
寺
」
は
十
一
確
認
で
き
る
の
で
、
こ

れ
が
編
ま
れ
た
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
の
段
階
で
、
諸
国
に
「
長
谷
寺
」

を
称
す
る
寺
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
寺
も
「
堺
新
長

谷
寺（

（3
（

」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
が
背
景
に
あ
っ

た
た
め
に
、
諸
国
に
存
す
る
「
新
長
谷
寺
」
の
う
ち
で
の
自
ら
の
優
位

性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
ｇ
が
記
さ
れ
た
か
と
推
さ
れ
る
。

　
（
ⅱ
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
造
像
の
前
に
「
十

分
一
」の
小
像
が
造
ら
れ
た
と
い
う
ｂ
の
記
述
に
対
し
て
は
、〈
堺
縁
起
〉

で
は
「
小
像
」
と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
寸
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

現
存
す
る
堺
長
谷
寺
の
本
尊
は
約
六
〇
糎
で
、
二
尺
弱
で
あ
る
。
こ
れ

と
二
丈
六
尺
の
大
和
長
谷
寺
本
尊
の
大
き
さ
の
違
い
を
具
体
的
な
数
で

表
そ
う
と
し
た
と
き
、
正
確
で
は
な
い
な
が
ら
も
大
ま
か
に
把
握
し
よ

う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
て
、
目
安
に
な
る
数
字
と
し
て
「
十
分
の

一
」
と
い
う
、
そ
う
的
外
れ
で
も
な
い
数
字
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

な
お
、
堺
長
谷
寺
に
は
『
験
記
』
も
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
上
巻

第
二
話
に
は
、
大
和
長
谷
寺
建
立
に
先
立
つ
神
亀
六
年
（
七
二
九
）
三

月
二
十
日
、
聖
武
天
皇
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
「
二
尺
六
寸
」
の
十
一

面
観
音
を
造
っ
て
供
養
し
た
、
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
本
尊
の
御
衣

木
加
持
が
同
年
四
月
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
造
ら
れ
た
も
の
は
、

本
尊
の
造
像
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
本
尊
と
「
同
木
」

と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
話
に
は
御
衣
木
加
持
の

年
時
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、本
話
の
み
を
見
た
場
合
、「
二
尺
六
寸
」

の
観
音
像
は
、
た
し
か
に
本
尊
よ
り
前
に
造
ら
れ
た
も
の
と
読
み
取
れ

る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、「
略
縁
起
」
の
「
十
分
の
一
の
小
像
」

に
は
、
当
該
話
へ
の
こ
う
し
た
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
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と
も
で
き
よ
う
か
。

　

観
音
像
が
造
ら
れ
て
か
ら
「
二
十
八
年
後
」
に
徳
道
は
堺
浦
を
訪
れ

た
、
と
い
う
ｃ
の
記
述
に
も
、
こ
れ
と
類
し
た
事
情
を
想
定
で
き
そ
う

で
あ
る
。
ｃ
は
、
②
で
本
尊
を
造
像
し
て
か
ら
徳
道
が
堺
浦
を
訪
れ
る

ま
で
に
経
過
し
た
時
間
を
示
し
て
い
る
が
、
ｂ
と
同
じ
く
典
拠
を
見
出

せ
ず
、
ま
た
正
確
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
〈
堺
縁
起
〉
に
よ
る
と
、
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
が
造
ら
れ
た
の
は
神

亀
六
年
（
七
二
九
）
四
月
で
、
そ
の
二
十
八
年
後
は
天
平
勝
宝
九
年
（
七

五
七
）
に
当
た
る
。
と
こ
ろ
が
、
③
イ
に
あ
る
よ
う
に
、
堺
長
谷
寺
の

御
堂
供
養
は
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
で
、
造
像
か
ら
二
十
四

4

4

4

年
後

な
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
徳
道
は
堺
長
谷
寺
建
立
の
四
年
後
に
堺
浦
を

訪
れ
て
新
長
谷
寺
建
立
の
詔
を
聞
い
た
こ
と
に
な
り
、
年
代
的
に
矛
盾

が
生
じ
る
。
こ
こ
に
は
、
徳
道
の
堺
浦
訪
問
ま
で
に
は
本
尊
造
立
か
ら

相
応
の
時
間
が
経
過
し
て
い
た
と
の
、
ｂ
と
同
様
の
、
厳
密
で
は
な
い

が
大
ま
か
な
把
握
が
な
さ
れ
て
い
た
結
果
、「
二
十
八
年
」
と
い
う
年

数
が
記
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ｆ
の
記
述
も
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ｆ
の
記
さ
れ
る
エ
と
対
応
す
る

〈
堺
縁
起
〉
下
巻
第
八
段
で
は
、
光
明
皇
后
が
「
泉
州
大
鳥
の
郡
」
に

免
田
を
寄
せ
た
、
と
あ
っ
て
、「
略
縁
起
」
と
は
相
違
し
て
い
る
。「
木

戸
の
庄
」
か
ら
は
、
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
「
絵
図
」
の
表
題
「
泉
州

境
木
戸
庄
長
谷
寺
」
が
想
起
さ
れ
る
。「
略
縁
起
」
が
制
作
さ
れ
た
頃

に
も
、
こ
の
「
絵
図
」
は
堺
長
谷
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「
略
縁
起
」作
製
の
参
考
と
し
て
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

す
る
と
、「
略
縁
起
」
は
、〈
堺
縁
起
〉
で
の
「
大
鳥
の
郡
」
と
い
う
堺

長
谷
寺
を
含
む
広
い
一
帯
を
示
す
言
葉
で
な
く
、「
長
谷
寺
」
の
場
所

を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
「
木
戸
の
庄
」
を
選
ん
だ
も
の
か

と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
ｂ
・
ｃ
・
ｆ
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
ら

の
典
拠
は
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
記
述
の
根
拠
と
な
る
資
料
が
存
在
し

た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
資
料
が
見

出
さ
れ
な
い
現
在
、
ｂ
・
ｃ
・
ｆ
は
、
根
拠
不
明
な
が
ら
も
「
確
か
ら

し
い
」
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
、（
ⅲ
）
の
ｅ
は
、
堺
長
谷
寺
の
御
堂
供
養
の
折
の
奇
瑞
が
、

毎
年
七
月
十
日
に
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
「
万
灯
会
」
の
起
源
で
あ
る
こ

と
を
示
す
文
言
で（

（3
（

、
法
会
の
始
原
と
現
在
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
い

え
る
。

　

ｄ
は
、
そ
の
奇
瑞
へ
の
感
懐
で
、
ウ
で
記
さ
れ
る
奇
瑞
に
興
味
を
ひ

き
つ
け
る
た
め
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
。

　

④
で
は
、〈
堺
縁
起
〉
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
大
坂
夏
の
陣
で
の
伽

藍
の
焼
失
と
、
そ
の
災
禍
を
免
れ
た
本
尊
の
変
わ
ら
ぬ
霊
験
を
叙
し
て

い
る
。

　

⑤
で
は
、
①
～
③
を
踏
ま
え
て
、
当
寺
の
本
尊
が
大
和
長
谷
寺
の
本

尊
と
「
同
木
同
作
一
体
（
無
）
二
」
で
あ
る
と
説
く
。
霊
験
あ
ら
た
か

な
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
と
同
木
の
当
寺
の
本
尊
は
、
そ
れ
と
同
等
の
霊

力
を
備
え
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で（

（3
（

、
大
和
に
行
け
な
い
者
も
当
寺

に
祈
誓
す
れ
ば
、
大
和
長
谷
寺
に
参
詣
し
た
の
と
同
じ
く
相
応
の
利
益
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を
得
ら
れ
る
、
と
し
て
堺
長
谷
寺
へ
の
帰
依
を
進
め
て
い
る
。

　

④
⑤
で
は
当
寺
の
本
尊
の
あ
り
が
た
さ
を
述
べ
る
が
、
特
に
⑤
は
全

体
の
ま
と
め
の
役
割
を
も
ち
、
改
め
て
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
と
の
関
わ

り
の
深
さ
を
説
い
て
当
寺
の
本
尊
の
権
威
づ
け
を
図
り
、
そ
れ
に
よ
り

貴
賤
の
信
仰
を
集
め
よ
う
と
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

以
上
、「
略
縁
起
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
こ
れ
は
〈
堺
縁
起
〉

で
の
独
自
記
述
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
こ
に
は
見
え
な
い
知
見
な
ど
を

加
え
て
叙
述
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
縁
起
か
ら
は
、
大
和
長

谷
寺
の
本
尊
と
「
同
木
」
と
し
て
の
霊
験
を
強
調
し
、
諸
国
に
多
数
存

在
し
た
「
長
谷
寺
」
の
う
ち
で
の
優
越
性
を
主
張
す
る
な
ど
し
て
、
当

寺
へ
の
帰
依
を
進
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
堺
長
谷
寺
の
縁
起
に
関
す
る
資
料
三
点
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
以
下
、
く
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
つ
い
て
、

ま
と
め
て
お
く
。

　

最
初
に
取
り
上
げ
た
「
絵
図
」
で
は
、
簡
略
な
縁
起
を
記
し
た
文
章

と
、
広
大
な
伽
藍
が
描
か
れ
て
い
た
。
伽
藍
に
は
、
大
和
長
谷
寺
と
共

通
す
る
堂
舎
が
多
数
描
か
れ
て
お
り
、
当
寺
と
大
和
長
谷
寺
と
の
関
係

を
示
そ
う
と
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
た
。
と
同
時
に
、
堺
長
谷
寺
独
自
の

堂
舎
や
、
背
後
に
説
話
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
和
歌
も
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
段
階
で
、
当
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
言
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。

　

次
に
検
討
し
た
〈
堺
縁
起
〉
は
、「
絵
図
」
の
伝
承
を
継
承
す
る
部

分
を
も
ち
、
お
お
む
ね
〈
大
和
縁
起
〉
に
拠
っ
て
縁
起
を
叙
述
し
て
い

た
。
さ
ら
に
『
大
寺
縁
起
』
と
い
う
別
の
資
料
も
参
照
し
て
縁
起
を
記

し
つ
つ
、〈
大
和
縁
起
〉
に
は
な
い
、
独
自
の
部
分
を
も
っ
て
い
る
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
縁
起
が
、〈
大
和
縁
起
〉
に
は
な
か
っ
た

伊
勢
で
の
十
一
面
観
音
像
感
得
の
場
面
を
〈
堺
縁
起
〉
独
自
の
文
脈
で

絵
巻
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
特
色
で
あ
る
。

　
「
略
縁
起
」は
、右
で
見
た〈
堺
縁
起
〉の
独
自
箇
所
を
典
拠
と
し
、〈
堺

縁
起
〉
に
見
え
な
い
要
素
を
付
加
し
て
縁
起
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

江
戸
期
に
多
数
存
在
し
た
「
長
谷
寺
」「
新
長
谷
寺
」
の
中
で
も
、
当

寺
が
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
態
度
も
看
取
さ

れ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
つ
い
て
考
察
す
る
過
程
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
縁
起
的
な
叙
述
は
、
三
点
の
う
ち

も
っ
と
も
早
く
成
立
し
た
「
絵
図
」
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
は
〈
堺
縁
起
〉

に
お
い
て
縁
起
を
語
る
重
要
な
要
素
と
し
て
継
承
さ
れ
、
ま
た
そ
う
し

て
生
成
し
た
〈
堺
縁
起
〉
を
核
と
し
て
、「
略
縁
起
」
が
う
み
だ
さ
れ
る
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
の
縁
起
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
縁

起
（
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
）
が
参
照
さ
れ
、
そ
の
叙
述
に
対
し
て
、

縁
起
を
編
む
時
点
で
の
認
識
に
よ
っ
て
と
ら
え
直
し
や
新
た
な
意
味
づ

け
を
お
こ
な
い
、
記
事
を
再
構
成
し
な
が
ら
、
独
自
の
要
素
を
加
え
て

い
く
、
と
い
っ
た
作
業
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
縁
起
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が
姿
を
現
す
。

　

本
稿
で
の
考
察
に
よ
り
、
堺
長
谷
寺
と
い
う
一
つ
の
寺
院
に
存
在
す

る
成
立
年
代
の
異
な
る
三
つ
の
縁
起
を
対
象
に
、
そ
の
具
体
的
な
様
相

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

末
筆
な
が
ら
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
調
査
を
ご
許
可
く
だ
さ
い
ま

し
た
長
谷
寺
（
堺
市
）
な
ら
び
に
堺
市
立
中
央
図
書
館
に
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
堺
市
博
物
館
矢
内
一
麿
氏
、
堺
市
立
中
央
図

書
館
地
域
資
料
担
当
の
方
々
に
は
種
々
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に

深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

注（1
）　

本
尊
に
つ
い
て
は
、「
堺
の
史
跡
・
名
所
訪
問　

長
谷
寺
」（『
堺
の
四
季
』

五
〇
、
平
成
五
年
）
参
照
。

（
2
）　

堺
長
谷
寺
蔵
『
泉
州
堺
長
谷
寺
縁
起
』、
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
「
泉

境
長
谷
寺
略
縁
起
」
参
照
。

（
3
）　

前
掲
注
2
「
泉
境
長
谷
寺
略
縁
起
」。

（
4
）　
『
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
』
堺
市
博
物
館
蔵
本
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
る
。

（
5
）　
『
堺
市
史
史
料
』
所
収
。

（
6
）　

堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
。
本
書
は
、『
堺
市
史
』
編
纂
を
目
的
と
し
た

史
料
調
査
の
求
め
に
応
じ
て
各
寺
院
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
を
集
め
た
も
の
。

な
お
、
こ
の
折
の
『
堺
市
史
』
事
業
は
一
年
で
頓
挫
し
た
。

（
7
）　

前
掲
注
1
に
掲
載
さ
れ
た
、
当
時
の
堺
長
谷
寺
住
職
魚
住
明
範
氏
の
発

言
に
よ
る
と
、
再
建
後
の
敷
地
は
以
前
よ
り
狭
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
8
）　
『
堺
市
史
史
料
』
所
収
。〈　

〉
内
は
割
注
を
示
し
、
／
は
改
行
位
置
を

示
す
。
以
下
、
同
様
。

（
9
）　

第
四
十
三
話
「
堺
邑
長
谷
寺
ノ
観
音
霊
応
ノ
事
」。

（
10
）　

引
用
は
『
浪
速
叢
書
』
に
よ
り
、
句
読
点
・
濁
点
を
補
い
、
ル
ビ
は
省

略
し
た
。

（
11
）　

長
谷
寺
本
尊
の
同
木
伝
承
に
つ
い
て
は
、
瀬
田
勝
哉
『
木
の
語
る
中
世
』

（
朝
日
新
聞
社
、
平
成
十
二
年
）、
横
田
隆
志
「
長
谷
観
音
の
御
衣
木
と
説
話
」

（『
南
都
仏
教
』
八
八
、
平
成
十
八
年
）
参
照
。

（
12
）　

平
成
二
十
七
年
七
月
。
な
お
、
本
報
告
書
に
は
、
堺
長
谷
寺
に
蔵
さ
れ

る
大
和
長
谷
寺
の
縁
起
絵
巻
『
長
谷
寺
縁
起
絵
巻
』
も
、
あ
わ
せ
て
掲
載
し

て
い
る
。
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。

（
13
）　

引
用
は
、『
堺
長
谷
寺 

縁
起
関
連
資
料 

調
査
報
告
書
』
に
よ
り
、
本

文
の
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
段
落
を
分
け
る
な
ど
、
一
部
改
め
た
部
分
が

あ
る
。
な
お
、
引
用
文
の
□
は
虫
損
等
に
よ
る
欠
字
、
判
読
不
能
字
は
（　

）

を
表
す
。
以
下
、
同
様
。

（
14
）　
『
堺
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
開
口
神
社
は
「
三
村
宮
」
と
も
呼
ば
れ
、
堺
の

木
戸
村
・
原
村
・
開
口
村
の
氏
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
と
い
い
、「
木
戸
庄
」

は
、
こ
の
「
木
戸
村
」
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、

明
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
前
掲
注
1
参
照
。

（
15
）　
『
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本
、
前
掲
注
4
。

（
16
）　

前
掲
注
1
で
は
、
本
図
は
「
伝
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
作
」
と
さ
れ

る
が
、
未
詳
。

（
17
）　

牛
頭
天
王
社
が
向
泉
寺
の
鎮
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
堺
鑑
』『
全
堺
詳

志
』（
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
見
え
る
。
な
お
、
向
泉
寺
は
明
治
期
に

廃
寺
と
な
り
、
牛
頭
天
王
社
（
向
井
神
社
）
は
、
明
治
四
十
年
に
方
違
神
社

に
合
祀
さ
れ
た
（『
堺
市
史
』）。



堺長谷寺の縁起について（中原）

― 52 ―

（
18
）　
『
大
寺
縁
起
』（
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）、『
摂
泉
境
小
鑑
録
』。

（
19
）　

甲
田
弘
明
「
寛
永
十
五
年
銘
『
長
谷
寺
境
内
図
』
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
ｕ

ｓ
ａ
（
博
物
館
学
芸
員
課
程
年
報
）』
七
、
平
成
五
年
）。

（
20
）　

こ
れ
ら
の
書
誌
的
事
項
な
ど
は
、
前
掲
注
13
報
告
書
参
照
。
同
報
告
書

の
、
内
田
澪
子
「
堺
長
谷
寺
蔵 

大
和
『
長
谷
寺
縁
起
絵
巻
』
概
観
」（〈
大

和
縁
起
〉
の
解
説
）
も
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）　

引
用
は
、
前
掲
注
13
に
よ
る
。

（
22
）　

甲
田
弘
明
「
長
谷
寺
所
蔵
『
本
尊
十
一
面
観
音
御
影
』
に
つ
い
て
」（『
修

復
』
六
、
平
成
十
二
年
）。

（
23
）　

前
掲
注
22
参
照
。

（
24
）　

岸
和
田
市
立
郷
土
資
料
館
『
泉
州
の
寺
社
縁
起
』（
平
成
八
年
）
に
も
、

同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
25
）　
〈
堺
縁
起
〉〈
大
和
縁
起
〉
の
引
用
は
、
前
掲
注
13
に
よ
る
。

（
26
）　

こ
こ
に
「
図
像
」
と
あ
り
、
下
段
第
六
段
に
も
「
本
尊
図
す
る
所
の
小

体
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
堺
長
谷
寺
の
本
尊
と
な
っ
た
の
は
、
本
尊
を
描
い

た
図
像
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
観
音
冥
応
集
』
に
、

堺
長
谷
寺
の
本
尊
は
長
谷
寺
十
一
面
観
音
と
同
木
だ
、
と
の
伝
承
が
見
ら
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
小
像
も
、
木
像
と
み
て
お
き
た
い
。

（
27
）　

三
神
の
里
は
、長
谷
寺
の
あ
る
豊
山
の
旧
名
で
あ
る（『
長
谷
寺
縁
起
文
』

『
長
谷
寺
縁
起
』『
泊
瀬
深
秘
之
事
』『
豊
山
伝
通
記
』「
縁
起
勘
文
」
な
ど
）。 

（
28
）　
『
豊
山
玉
石
集
』
水
・
識
。

（
29
）　

堺
を
出
て
二
上
山
を
越
え
た
と
い
う
ル
ー
ト
が
現
実
を
反
映
し
た
も
の

と
仮
定
す
れ
ば
、
堺
か
ら
二
上
山
に
至
る
陸
路
と
し
て
は
、
と
も
に
堺
を
起

点
と
す
る
長
尾
街
道
と
竹
内
街
道
を
た
ど
る
ル
ー
ト
が
あ
る
。

（
30
）　
『
大
寺
縁
起
』
は
、
開
口
神
社
所
蔵
。
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
作
で
、

上
中
下
三
巻
。絵
は
土
佐
光
起
、詞
書
は
関
白
近
衛
基
熙
以
下
二
五
名
に
よ
っ

て
記
さ
れ
て
お
り
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

本
文
の
引
用
は
、『
開
口
神
社
史
料
』（
開
口
神
社
、
昭
和
五
〇
年
）
に

よ
る
。

（
32
）　

大
和
川
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
付
け
替
え
ら
れ
、
支
流
の
石
川

と
の
合
流
地
点
か
ら
西
進
し
て
堺
の
北
辺
で
大
阪
湾
に
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
以
降
、
堺
は
初
瀬
川
の
下
流
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
、
大

和
川
の
付
け
替
え
後
、
1
の
和
歌
は
、
よ
り
実
感
を
と
も
な
っ
て
理
解
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。

（
33
）　

書
誌
事
項
等
は
、
前
掲
注
13
参
照
。
本
文
の
引
用
も
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
34
）　

引
用
は
、『
続
豊
山
全
書
』
に
よ
る
。

（
35
）　

堺
長
谷
寺
で
七
月
九
日
と
十
日
に
万
灯
会
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

『
摂
泉
境
小
鑑
録
』『
全
堺
詳
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）　

前
掲
注
11
瀬
田
勝
哉
著
書
参
照
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
度
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金

（25370248

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

�

（
な
か
は
ら
・
か
な
え　

神
戸
学
院
大
学
准
教
授
）


